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主要地方道鞆松永線（鞆未来トンネル）供用開始 
 
 

 

 

 

 

 

1



１ 道路の概要 

本県の道路網は、高規格道路として、中国縦貫自動車道、山陽自動車道（一部一般有料道路を含む。）、

中国横断自動車道広島浜田線、中国横断自動車道尾道松江線（中国やまなみ街道）、西瀬戸自動車道

（瀬戸内しまなみ海道）、東広島・呉自動車道が４車線もしくは暫定２車線により開通しており、井

桁状の高速道路ネットワークを形成している。このうち、高速自動車国道については全国第４位の 387

㎞が供用されている。 

その他、高速道路ネットワークと一体となって機能するもしくはこれらを補完する道路として、江

府三次道路、倉敷福山道路、広島中央フライトロードなど 15 路線を広島県広域道路交通ビジョン・

計画に高規格道路として位置付けており、その構築に向け、国土交通省において東広島廿日市道路（広

島南道路）など、広島県において東広島高田道路や福山環状道路などの事業を進めている。また、災

害に強い道路ネットワークの構築に向け、西日本高速道路株式会社が広島呉道路の４車線化事業を進

めている。 

また、広島都市圏における自動車交通の定時性、高速性を強化するため、平成９年に県・広島市共

同出資により設立した広島高速道路公社において、これまでに広島高速１号線、２号線、３号線、４

号線の計 25 ㎞を供用しており、残る５号線４㎞について事業を進めている。 

一方で、一般国道については、大阪市と北九州市を結ぶ一般国道２号及び広島市と松江市を結ぶ一

般国道 54 号がそれぞれ東西・南北の主要幹線を形成しており、これらに加えて、一般国道 31 号、182

号、183 号等が県内各都市及び隣接県、島しょ部を連絡している。 

さらには、これらの一般国道 20 路線を補完する地域の幹線道路の役割を担う主要地方道 76 路線と

一般県道 285 路線、市町道 63,385 路線をもって道路網を形成し、その実延長は約 29,359km となって

いる。  

2



(1) 道路の管理区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 道路の現況 

広島県内の道路種別道路現況などについては、下記のリンク先に掲載している。 

広島県 HP（リンク）→ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/96/1216015935525.html

西日本高速 高速自動車国道法第４条

道路株式会社         〃      第６条

国土交通大臣 道路整備特別措置法

本州四国連絡 道路法第５条

高速道路株式会社 道路整備特別措置法

道路法第５条

  〃  第12条，第13条

広 島 市 の 道路法第５条

区 域 外   〃  第12条，第13条

広 島 市 道路法第５条

の 区 域   〃  第17条

道路法第５条

道路整備特別措置法

道路法第７条

  〃  第15条

広島県道路公社 道路法第７条

広島高速道路公社 道路整備特別措置法

道路法第７条

  〃  第17条

道路法第７条

  〃  第17条２項

道路法第８条

  〃  第16条

道路法第８条

道路整備特別措置法
有 料 道 路 市 町 長 広島高速道路公社

三 次 市 の

区 域 の 一 部
知　事 三次市

三次市内で起終点が完結す

る一般県道20路線

市
 

町

 

道

下 記 以 外 市 町 長 市町
過疎地域活性化特別措置法

及び半島振興法による道路
管理の代行（県）がある。

有 料 道 路 知　事

広 島 市

の 区 域
知　事 広島市

有 料 道 路 内　閣 広島県道路公社

県
　

道

下 記 以 外 知　事 県

指 定 区 間 内　閣 国土交通大臣

指
定

区
間

外

内　閣 県

内　閣 広島市

備　　考

高 速 自 動 車 国 道 内　閣

一

　

般

　
国

　
道

本 州 四 国

連 絡 道 路
内　閣

路線の指定

設定の権限
道路管理者 根　拠　規　定

区 分

道路の種別
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広島県の主な道路（令和７年４月１日 現在） 
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２ 道路の整備方針 

本県では、井桁状高速道路ネットワークなどの既存道路ネットワークの強みを最大限生かしつつ、

更なる「安全・安心」や「サービス（利便性・快適性・生産性）」の向上につながる道路整備に取り

組む必要がある。 

そうした中、本県では、県の総合計画である「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」が目指す県土

の将来像を実現するため、社会資本マネジメントの基本方針として策定している「社会資本未来プラ

ン」の道路分野の整備計画として、令和３年３月に「広島県道路整備計画 2021」を策定し、事業を推

進することとしている。 

 

３ 広島県道路整備計画 2021 

(1) 取組方針 

本計画では既存道路ネットワークの強みを最大限に生かしつつ、更なる「安全・安心」や「利

便性・快適性・生産性といったサービス」の向上につながる道路整備を推進することとしてお

り、社会資本マネジメントの基本方針に基づく次の６つの道路施策に取り組み、着実に道路整

備を進めていく。 

本県の目指す将来像を実現するため、将来を展望する上で特に考慮が必要な情勢変化を踏ま

え、「将来にわたって、広島県に生まれ、育ち、住み、働いて良かったと思える広島県の実現」

を支えるための道路整備に取り組むこととする。 

 

６つの施策と取組の方向 

施策 取組の方向 
①県土強靭化のための 

道路ネットワークの強化 
○災害対応能力の向上に資する道路ネットワークの多重性・代替

性の確保 
○緊急輸送道路における法面対策や橋梁耐震補強の推進 
○災害直後の交通確保のための無電柱化の推進 
○高速道路等における暫定２車線区間の４車線化などによる交

通機能の確保 
②安全で快適な道路空間の形成 ○通学路や生活道路等における交通安全対策の推進 

○安全で快適な自転車利用環境の整備 
○歩道のバリアフリー化のための無電柱化の推進 

③物流生産性向上のための 
道路ネットワークの構築 

○生産性の向上など企業活動を支える物流基盤の充実 
○グローバルゲートウェイ機能の強化に資する道路整備の推進 
○広島都市圏における高速交通体系の確立 
○効率的な輸送を支援するスマート IC の整備 
○県西部の物流拠点における広島市東西を結ぶ物流交通基盤の

充実 
④地域内外の交流連携を支える

道路ネットワークの構築 
○主要都市間の連携を強化する道路整備の推進 
○観光周遊を促進する道路ネットワークの形成 

⑤コンパクトで持続可能な 
まちづくりに資する道路整備 

○中山間地域・島嶼部など地域を支える道路整備の推進 
○渋滞を緩和する道路の改善及び市街地を一体化する鉄道との

立体交差化 
○コンパクト＋ネットワーク型のまちづくりを支える道路整備 
○既存道路を有効活用した局部的な線形改良や待避所設置 

⑥道路施設の適正な維持管理 ○「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」及び「修繕方針」

に基づく計画的なインフラ老朽化対策の推進 
○道路施設の日常的な維持管理の適切な実施 
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(2) 事業実施箇所の選定 

改築系事業については、「費用対効果」（B/C）、「施策貢献度」、「実施環境」の３項目による事

業評価を行い、それに基づき優先順位を明確にした上で、優先度の高いものから順に整備を進

める。 

交通安全事業については、事故危険箇所の対策や通学路交通安全プログラム等に基づく整備

を基本とする。 

防災系事業については、災害に強い道路ネットワークを構築するため、緊急輸送道路等から

優先的に整備する。 

補修系事業については、修繕方針や施設の点検結果に基づき、緊急性の高い箇所を優先的に

整備する。 
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４ 令和７年度事業の内容                                            （単位：千円）              
                     区  分                                                                              
事業名 予  算  額 事  業  内  容  等 

公 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 

共 

交通安全施設等整備事業 2,345,700 歩道、自転車歩行者道、交差点改良 

道 路 災 害 防 除 事 業 7,102,250 橋梁耐震補強、トンネル補修、法面防災対策等 

除 雪 事 業 304,500 県管理道路の除雪費 

道 路 改 良 事 業 15,347,750 
主要地方道福山沼隈線道路改良事業(福山市) 
ほか 62 箇所 

市町道路事業指導監督費 24,000 国土交通省道路局所管市町補助事業に係る指導監督
事務費 

計 25,124,200  

維 

持
・ 

修 

繕 

道 路 改 修 費 10,459,800 県管理道路の維持修繕工事等 

計 10,459,800  

単 
  

 
  

 

独 

交通安全施設等整備事業 418,550 歩道、自転車歩行者道、交差点改良、道路照明、道路標識、
防護柵、区画線等の設置 

道 路 改 良 事 業 5,599,007 幹線道路、生活道路等の整備促進 

道 路 改 修 計 画 調 査 費 133,000 広域ネットワークの確立に係る計画調査等 

道 路 改 良 関 連 事 業 費 5,000 
電線共同溝工事に係る、電気、ガス管等の埋設工事 
橋梁工事に係るガス管添架工事 

計 6,155,557  

そ 
 

の  

他 

広 島 高 速 道 路 公 社 
出 資 金 ・ 貸 付 金 

1,775,000 広島高速道路公社による広島都市圏の自動車専用道
路網整備に伴う県の出資金・貸付金 

国 土 木 工 事 受 託 費 260,500 国事業の受託工事に係る経費 主要地方道福山沼隈線改
良工事ほか1箇所 

市 町 土 木 工 事 受 託 費 422,900 市町事業の受託工事に係る経費 主要地方道福山沼隈線
改良工事ほか4箇所 

計 2,458,400  

県     事      業      計 44,197,957  

直 轄 国 道 改 修 費 等 負 担 金 7,589 ,081  

計 51,787,038  

※令和６年度 12 月、２月補正（国補正対応分）含む 
 

                     
事業名 当初予算額 説         明 

債
務
負 

担
行
為 

工 事 請 負 契 約 関 係 
限度額   25,553,000 千円 
期  間  令和７～11 年度 

主要地方道福山沼隈線 
道路改良事業ほか 33 件 

債 務 保 証 関 係 
限度額   18,028,000 千円 
期  間  令和７～27 年度 

広島高速道路公社 18,028 百万円 

区 分 
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